
はり師、きゅう師 広域連合 

はり師、きゅう

師免許証の写し 

施術所開設届出

済証の写し 

住民票の写し 
(交付日から 3ヶ月

以内のもの) 

【添付書類】 

はり、きゅう 

施術担当者指定

申請書 

申請受付 

審 査 

指定証作成 

施術担当者

指定証 

施術担当者

指定証 
送付 

施術所の見やすい場所

に必ず掲示する 


